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【届出の対象とした募集（売出）
有価証券の種類】

新株予約権証券（行使価額修正条項付新株予約権付社
債券等）

【届出の対象とした募集（売出）
金額】

（第１回新株予約権）

その他の者に対する割当575,000円

（新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に
際して出資される財産の価額の合計額を合算した金
額）800,575,000円

（第２回新株予約権）

その他の者に対する割当350,000円

（新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に
際して出資される財産の価額の合計額を合算した金
額）900,350,000円

（第３回新株予約権）

その他の者に対する割当275,000円

（新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に
際して出資される財産の価額の合計額を合算した金
額）1,000,275,000円

（注）行使価額が修正又は調整された場合には、新株
予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加
又は減少する可能性があります。また、新株予約権の
権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取
得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の
払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資され
る財産の価額の合計額を合算した金額は減少する可能
性があります。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２
番１号）

EDINET提出書類

株式会社クレスコ(E04988)

有価証券届出書（組込方式）

 1/34



第一部【証券情報】
第１【募集要項】

１【新規発行新株予約権証券（第１回新株予約権証券）】
　(1)【募集の条件】

発行数 500,000個（新株予約権１個につき１株）

発行価額の総額 575,000円

発行価格 新株予約権１個につき1.15円

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成26年11月28日（金）

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
株式会社クレスコ
財務経理部　東京都港区港南２丁目15場１号

払込期日 平成26年11月28日（金）

割当日 平成26年11月28日（金）

払込取扱場所 株式会社みずほ銀行　芝支店

　（注）１.　第1回新株予約権証券（以下、「第１回新株予約権証券」又は文脈に応じて、個別に若しくは第2回
新株予約権証券及び第3回新株予約権証券と総称して「本新株予約権」といいます。）の発行につい
ては、平成26年11月12日（水）開催の取締役会決議によるものであります。

２.　申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の買取
契約（以下、新規発行新株予約権証券（第1回新株予約権証券）において「本買取契約」といいま
す。）を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

３.　平成26年11月12日（水）開催の取締役会決議により、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日ま
でに本新株予約権の割当予定先との間で本買取契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は
行われないこととなります。

　　　　４.　本新株予約権の募集については、第三者割当の方法によります。

　　　　５.　振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

　（2）【新株予約権の内容等】
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当該行使価額修
正条項付新株予
約権付社債券等
の特質

１．本新株予約権の目的となる株式の総数は500,000株、割当株式数（別記「新株
予約権の目的となる株式の数」欄に定義する。）は1株で確定しており、株価
の上昇又は下落により行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄
第2項に定義する。）が修正されても変化しない（但し、別記「新株予約権の
目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。）。な
お、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権に
よる資金調達の額は増加又は減少する。

２．行使価額の修正基準
当社は平成27年5月28日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役
会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額
の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知（以下
「行使価額修正通知」という。）するものとし、当該通知が行われた日（以
下「通知日」という。）の翌営業日に、行使価額は、通知日（通知日が取引
日（株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）において売買立会
が行われる日をいう。以下同じ。）でない場合には直前の取引日）の取引所
における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90％に相当す
る金額の1円未満の端数を切下げた額に修正される。ただし、かかる修正後の
行使価額が下限行使価額(本欄第4項に定める価額をいう。)を下回ることとな
る場合には、行使価額は下限行使価額とする。なお、以下に該当する場合に
は当社はかかる取締役会決議及び通知を行うことができない。
① 金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実で

あって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
② 前回の行使価額修正通知を行ってから６ヶ月が経過していない場合

③ 本欄外注記第3項に記載の行使許可期間が経過していない場合

３．行使価額の修正頻度
行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度（最大で６ヶ月に１回未満）
修正される。

４．行使価額の下限
当初1,473円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項
の規定を準用して調整される。

５．割当株式数の上限
500,000株（発行済株式総数に対する割合は4.8%）

６．本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限
736,500,000円（本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て
行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可
能性がある。）

７．本新株予約権には、割当日以降、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会
が決議した場合に、当社取締役会で定める取得日の１ヶ月前に通知をしたうえ
で、当該取得日に当社が本新株予約権の全部又は一部を取得することができる
条項が設けられている（詳細は別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の
条件」欄を参照）。

新株予約権の目
的となる株式の
種類

当社普通株式（完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社におけ
る標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株式制度を採用
している。）

新株予約権の目
的となる株式の
数

本新株予約権の目的である株式の総数は500,000株（本新株予約権１個当たりの目
的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は１株）とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式
の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時
点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の
結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締
役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
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新株予約権の行
使時の払込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価
額（以下に定義する。）に割当株式数を乗じた額とする。ただし、これによ
り1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。

２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1
株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、
1,600円とする（以下「当初行使価額」という。）。

３．行使価額の修正
当社は平成27年５月28日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締
役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価
額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知する
ものとし、通知日の翌営業日に、行使価額は、通知日（通知日が取引日でな
い場合には直前の取引日）の取引所における当社普通株式の普通取引の終値
（気配表示を含む。）の90％に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額に
修正される。ただし、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義す
る。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限
行使価額」は当初、1,473円とする。下限行使価額は、第4項の規定を準用し
て調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる取締役会決議及
び通知を行うことができない。
① 　金融商品取引法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要事実

であって同条第４項に従って公表されていないものが存在する場合
② 　前回の行使価額修正通知を行ってから６ヶ月が経過していない場合

③ 本欄外注記第3項に記載の行使許可期間が経過していない場合

４．行使価額の調整
(1)　当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社

普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生
じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」とい
う｡）をもって行使価額を調整する。

   

 既発行普通株式数
＋　　　　　　　　　　　　

交付普通
株式数　　
×

１株当た
りの払込
金額

調整後
行使価
額

＝
調整前
行使価
額

×
時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

 
(2)　行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使
価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新た
に交付する場合（ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに
交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株
予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除
く。）、調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられて
いるときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、また、
募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②　株式分割または株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の
行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当に
ついて普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌
日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与え
るための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無
償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用す
る。

③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時
価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行す
る場合（無償割当の場合を含む）または本項第(4)号②に定める時価を下回る
価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権
付社債その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含
む）、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権もしく
は新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当初行使価額で請求また
は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用
して算出するものとし、払込期日（新株予約権または新株予約権付社債の場合
は割当日、無償割当の場合は効力発生日）の翌日以降これを適用する。ただ
し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適
用する。
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株式数 ＝

（調整前行使価額 － 調整後行使価額）×
調整前行使価額によ
り当該期間内に交付
された株式数

調整後行使価額

上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が
取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または
権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価
の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約
権付社債その他の証券または権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求ま
たは行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準
用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用す
る。

④　本号①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定
され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会
その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①ないし③の定めにか
かわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用
する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本
新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株
式の交付数を決定するものとする。
 

この
場合
に１
株未
満の

端数を生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。
(3)　行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額と

の差額が１円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。
ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算
出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使
価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4) ①　行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日
（ただし、本項第(2)号④の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる
30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（当
日付けで終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算は、
円位未満小数第２ 位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

③　行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその
日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ
月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の
有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場
合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における
当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないも
のとする｡

(5)　本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場
合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分
割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要と
するとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由
の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基
づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事
由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)　本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額
を初めて適用する日がいずれかの修正日と一致する場合には、本項第(2)号
に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合も、下限
行使価額については、本項第(2)号に従った調整を行うものとする｡

(7)　本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらか
じめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価
額およびその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予
約権者に通知する。ただし、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その
他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日
以降すみやかにこれを行う。また、本項第(6)号の規定が適用される場合に
は、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ効力を有する｡
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新株予約権の行
使により株式を
発行する場合の
株式の発行価額
の総額

800,575,000円
（注）別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項又は第４項により、行使
価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の
権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却
した場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額
の総額は減少する可能性がある。

新株予約権の行
使により株式を
発行する場合の
株式の発行価格
及び資本組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請
求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求
に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目
的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した
額とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資
本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本
金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限
度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端
数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の
額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行
使期間

平成26年11月28日（本新株予約権の払込完了以降。）から平成29年11月28日（当
日を含む。）までとする。但し、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の
条件」欄に従って当社が本新株予約権の全部または一部を取得する場合、当社が
取得する本新株予約権については、取得のための通知または公告がなされた日ま
でとする。

新株予約権の行
使請求の受付場
所、取次場所及
び払込取扱場所

１．     行使請求の受付場所

株式会社クレスコ　財務経理部
東京都港区港南二丁目15番１号

２．     行使請求の取次場所

該当事項はありません。
３．     行使請求の払込取扱場所

株式会社みずほ銀行　芝支店

新株予約権の行
使の条件

本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権
の取得の事由及
び取得の条件

当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日
(以下「取得日」という。)を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新
株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前までに行うこ
とにより、取得日の到来をもって、本新株予約権１個当たり1.15円の価額（対象
となる本新株予約権の個数を乗じて１円未満の端数を生じたときはこれを四捨五
入する。）で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部または一部を取得する
ことができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的
な方法により行うものとする。

新株予約権の譲
渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関
する事項

該当事項はありません。

組織再編成行為
に伴う新株予約
権の交付に関す
る事項

該当事項はありません。

（注）１．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由

　 当社は、下記「（１）資金調達の目的」に記載の資金調達を行うために、様々な資金調達方法を検討い

たしましたが、下記「（４）本スキームの特徴、他の資金調達方法との比較」に記載の通り、公募増資や
MSCB等の各種資金調達方法には各々デメリットがある中で、ドイツ銀行グループより提案を受けた下記
「（２）資金調達方法の概要」に記載のスキーム（以下、「本スキーム」といいます。）は、下記
「（４）本スキームの特徴」に記載のメリットがあることから、下記「（４）本スキームの特徴」に記載
の本スキームのデメリットに鑑みても、本スキームによる資金調達方法が当社のファイナンスニーズに最
も合致していると判断いたしました。そのため本新株予約権の発行により資金調達をしようとするもので
あります。

（１）資金調達の目的
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　当社企業グループは、「システムで未来を創る」を理念に、ビジネス系ソフトウェア開発および
組込み型ソフトウェア開発を主軸としたシステムインテグレーションを展開しております。子会社９
社、関連会社3社を擁し、基盤システム技術、近距離無線通信技術、アプリケーション開発技術を強

みとして、ワンストップ・ソリューションを実現する複合ＩＴ企業を目指しております。リーマン
ショック以降、一時的に企業のＩＴ投資は、減少いたしましたが、アメリカ経済の回復や平成24年12
月に発足した第2次安倍政権による景気刺激策等により、当社を取り巻く経営環境は、急激に回復し

ており、今後2～3年、開発需要の増加傾向は続くものと予想しております。その後も2020年の東京オ

リンピックに向けた市場の動きがＩＴ投資を牽引し、開発要員の確保や新技術の導入に対する需要が
高まると考えております。

このような経営環境を鑑み、開発体制の強化、事業領域の拡大、新技術の研究開発等を早急に推し
進めることが、当社企業グループの成長の鍵となると確信しております。更に、ＩＣＴ産業の成長ト
レンドは、自社単独での成長から、相乗効果を生み出す他社との協業・共生へと変化しており、Ｍ＆
Ａおよび資本・業務提携への積極的な投資は、持続的な成長を遂げる重要なポイントになります。第
1回新株予約権、第2回新株予約権及び第3回新株予約権の発行及び行使による手取概算額は、

2,693,200,000円となる予定です。但し、本新株予約権の行使による払込みの有無と権利行使の時期は

新株予約権者の判断に依存し、また本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があるた
め、現時点において調達できる資金の額及び時期は確定したものではありません。資金使途の具体的
な内容については、以下のとおりです。（以下、①～④は優先順位です）

①           Ｍ＆Ａおよび資本・業務提携に関わる費用

②           研究開発費および知的財産権の取得に関わる費用

③           人員および体制強化・人材育成に関わる費用

④           その他、環境整備およびＰＲ活動に関わる費用

（２）資金調達方法の概要
今回の資金調達は、当社が割当予定先に対し本新株予約権を割当て、割当予定先による本新株予約権の

行使に伴って当社が資金調達する仕組みとなっております。本新株予約権の行使価額は当初固定（第１回
新株予約権は1,600円、第２回新株予約権は1,800円、及び第３回新株予約権は2,000円）されています
が、当社は、平成27年5月28以降、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができます。当
該決議をした場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、通知日の翌営業日に、行
使価額は、通知日（通知日が取引日でない場合には直前の取引日）の取引所における当社普通株式の普通
取引の終値（気配表示を含みます。）の90%に相当する金額の１円未満の端数を切下げた額に修正されま
す。ただし、かかる修正後の行使価額が下限行使価額（当初1,473円とし、発行要項第11項の規定を準用
して調整されます。）を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とします。なお、以下に該
当する場合には当社はかかる取締役会決議及び通知を行うことができません。

①  金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従っ

て公表されていないものが存在する場合
②  前回の行使価額修正通知を行ってから６ヶ月が経過していない場合

③  下記第3項に記載の行使許可期間が経過していない場合

なお、当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたとき
は、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し取得日の通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前
までに行うことにより、取得日の到来をもって、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を発
行価額と同額にて取得することができますが、下記第3項に記載の行使許可期間内は、かかる買入消却を
することが本買取契約により制限されます。

 

 

（３）資金調達方法の選択理由

本新株予約権が全て行使された場合の交付株式数は1,500,000株となり、平成26 年9月30日現在の
当社発行済株式総数12,000,000株から自己株式数1,508,668株を控除した10,491,332株を分母とする
希薄化率は14.3％となる見込みです。もっとも、本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社
株式には全て当社が有する自己株式が充当される予定ですので、本新株予約権の行使により当社の発行
済株式総数は増加しません。

なお、①割当予定先が第１回新株予約権、第２回新株予約権、及び第３回新株予約権を全て行使した
うえで取得する当社株式を全て保有し、かつ②本件の他に新株式発行・自己株式処分・自己株式取得を
行わないと仮定した場合、割当予定先に係る割当後の所有株式数は平成26年9月30日現在で保有している
3,656株と合わせて1,503,656株、割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は12.6%となる見込み
です。

本スキームには以下の「（４）本スキームの特徴」に記載のメリットおよびデメリットがあります
が、本スキームは当社が行使許可を通じて本新株予約権の行使の数量および時期を一定程度コントロー
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ルすることができるという特徴をもっており、当社の資金需要や市場環境等を勘案しながら機動的に資
金を調達することができるため、既存株主の利益への影響を抑えながら自己資本を増強することが可能
であることから、以下の「（４）本スキームの特徴」に記載の他の資金調達方法との比較のとおり、他
の資金調達手段と比較しても、本スキームによる資金調達方法が現時点において最適な選択であると判
断し、これを採用することを決定しました。

（４）本スキームの特徴

　本スキームには、以下のようなメリット及びデメリットがあります。

メリット

①  固定行使価額（資金調達目標株価）によるターゲット･イシュー

株価の上昇局面において効率的かつ有利な資金調達を実現するため、新株予約権を3回のシリーズに分
け、予め将来の株価上昇を見込んで3通りの行使価額を設定しております（１．に記載の表のとおり）。
行使価額は原則として固定されており、当社が希望しない限り行使価額の修正は行われないため、仮に
将来において株価が急落した場合でも当初の予測を超えて希薄化が促進されることはありません。

②  行使許可条項

ドイツ銀行ロンドン支店は、当社の許可なく本新株予約権を行使できない仕組みとなっております。
本買取契約において、ドイツ銀行ロンドン支店は、原則として当社が本新株予約権の行使を許可した場
合に限り、当該行使許可の到達日当日から20営業日の期間に当該行使許可に示された数量の範囲内（一
回あたりの権利行使上限個数は各500,000個）でのみ本新株予約権を行使できるものと定められます。当
社は、かかる行使許可について、当社の資金需要および市場環境等を見極めながらその都度判断を下し
ます。これによって当社は、ドイツ銀行ロンドン支店による権利行使に一定の制限を課し、かつ資金需
要および市場環境を判断しながら権利行使許可のタイミングを判断することが可能になります。

③  最大交付株式数の限定

本新株予約権の目的である当社普通株式数は1,500,000株で固定されており、株価動向に係らず、最大
交付株式数が限定されております。なお、本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社株式に
は、全て当社が有する自己株式が充当される予定です。

④  買入消却条項

将来的に本新株予約権による資金調達の必要性がなくなった場合、又はそれ以上の好条件での資金調
達方法が確保できた場合等には、当社の選択により、いつでも残存する本新株予約権を買入消却するこ
とが可能です。買入消却額は発行価額と同額であり、キャンセル料その他の追加的な費用負担は一切発
生いたしません。

 

⑤  行使価額修正条項・選択権

上記①に記載の通り、本新株予約権の行使価額は原則として固定されていますが、当社の判断により行
使価額を修正することが可能です。これによって本新株予約権については当初の目標株価であった行使
価額を大幅に上回って株価が上昇した場合に資金調達額を増額できます。なお、本新株予約権の行使価
額は、修正前の行使価額と比較して、下方にも修正される可能性がありますが、下限は1,473円（発行
決議の前営業日株価終値）と定められており、当社が行使価額の修正を決定した後に株価が下落した場
合であっても、行使価額の下方修正には歯止めが掛かる仕組みとなっています。

⑥  資金調達のスタンバイ（時間軸調整効果）

新株発行手続には、有価証券届出書の待機期間も含め通常数週間を要します。よって、株価がター
ゲット価格に達してから準備を開始しても、数週間の発行準備期間を要し、かつその期間中の株価変動
等により、機動的かつタイムリーな資金調達機会を逸してしまう可能性があります。これに対し、それ
ぞれのターゲット価格を設定した本新株予約権を予め発行しておくことにより、株価上昇後の有利な価
格による資金調達をスタンバイできます。

デメリット

①  当初に満額の資金調達は出来ない可能性

　新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に行使個数を乗
じた金額の資金調達がなされます。本新株予約権の当初行使価額（ターゲット価格）は、当社の希望に
より、いずれも現時点の当社株価よりも高く設定されており、上記メリット⑤に記載の本新株予約権に
おける行使価額の修正により行使価額がターゲット価格を下回る額とならない限り、当社株価がター
ゲット価格を超えて初めて権利行使請求が行われる可能性が生じます。

②  不特定多数の新投資家へのアクセスの限界

第三者割当方式という当社と割当先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金調達を募
るという点において限界があります。
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③  株価低迷時に、資金調達がされない可能性

株価が長期的に行使価額（第1回新株予約権は1,600円、第2回新株予約権は1,800円、第3回新株予約権
は2,000円）を下回る状況などでは、資金調達ができない可能性があります。

④  割当予定先が当社株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性

割当予定先の当社株式に対する保有方針は短期保有目的であることから、割当予定先が新株予約権を
行使して取得した株式を市場で売却することを前提としており、現在の当社株式の流動性も鑑みると、
割当予定先による当社株式の売却により当社株価が下落する可能性があります。

⑤  割当予定先が本新株予約権を行使せず、資金調達がなされない可能性

当社から、割当予定先に対して行使を指図することはできない仕組みであり、割当予定先が行使をし
ない限り全く資金調達がなされない可能性もあります。なお、割当予定先からは、本新株予約権の発行
スキーム（ターゲット・イシュー・プログラム：TIP）が想定するような株価の上昇局面においては積極
的に本新株予約権の行使を行う方針である旨の説明を受けております。

⑥  行使価額の修正ができず、資金調達が制限される可能性

本新株予約権については、当初の目標株価であった行使価額を大幅に上回って株価が上昇した場合に
資金調達額を増額でき、又は緊急の若しくは機動的な資金ニーズに対しても対応できるよう、行使価額
の修正を行えるようにしておりますが、金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重
要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合（資本提携先との提携の蓋然性
が高まった場合を含む）、前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合及び行使許
可期間内である場合には行使価額を修正できず、資金調達が制限される可能性があります。

 

他の資金調達方法との比較

①  公募増資

公募増資による新株発行は、資金調達が一度に可能となるものの、同時に将来の1株当たり利益の希薄
化を一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられます。

②  株主割当増資

株主割当増資では希薄化懸念は払拭されますが、割当先である既存投資家の参加率が不透明であるこ
とから、十分な額の資金を調達できるかどうかが不透明であり、今回の資金調達方法として適当でない
と判断いたしました。

③  第三者割当増資

第三者割当方式での新株式の発行及び自己株式の処分では、割当先となる適切な投資家が見つかりま
せんでした。

④  MSCB

株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債（いわゆるMSCB）の発行条件およ
び行使条件は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株数が行使価額に応じて決定さ
れるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する
直接的な影響が大きいと考えられます。

⑤  行使価額が固定された新株予約権

行使価額が修正されない新株予約権のみを発行する場合は、株価上昇時にその上昇メリットを当社が
享受できず、一方で株価下落時には行使が進まず資金調達が困難となります。

⑥  新株予約権無償割当てによる増資（ライツ・イシュー）

いわゆるライツ・イシューには当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ラ
イツ・イシューと、当社がそのような契約を締結せず、新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノ
ンコミットメント型ライツ・イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては資
金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等のコストが増大することが
予想され、適切な資金調達手段ではない可能性があります。また、ノンコミットメント型のライツ・イ
シューについては、上記の株主割当増資と同様に、割当先である既存投資家の参加率が不透明であり、
十分な額の資金調達を実現できるかどうかが不透明であり、割当先が金融機関一社に特定され、その行
使の動向を予想しやすい本新株予約権と比較した場合、今回の資金調達方法としては適当でないと判断
いたしました。

⑦  社債による資金調達

社債は、調達金額の全額が負債であり、今回は財務の健全性を勘案した自己株式の有効活用を検討し
ていたことから、資金調達方法としては適当でないと判断いたしました。
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２.　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に
規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当なし

３.　当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予
定先との間で締結する予定の取決めの内容

当社は割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として、以下の内容を含
む本買取契約を締結いたします。割当予定先は、本買取契約に従って当社に対して本新株予約権の行使
に係る許可申請書（以下、本項において「行使許可申請書」といいます。）を提出し、これに対し当社
が書面（以下、本項において「行使許可書」といいます。）により本新株予約権の行使を許可した場合
に限り、行使許可書の受領日当日から20営業日の期間（以下、本項において「行使許可期間」といいま
す。）に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できます。なお、一通の行使
許可申請書に記載する行使可能新株予約権数は500,000個を超えることはできず、従前の行使許可申請
に基づく行使許可期間中に当該行使許可に係る本新株予約権の行使可能数が残存している場合には、割
当予定先は当該期間の満了又は当該行使許可にかかる本新株予約権の全部の行使を完了することとなる
行使請求書を当社に提出するまで新たな行使許可申請書を提出することができません。

なお、行使許可期間中は、本新株予約権の行使価額を修正することが制限され、また、本新株予約
権の買入消却を行うことが制限されます。

４.　当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当なし

５.　当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予
定の取決めの内容

該当なし

６.　その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当なし

７.　本新株予約権の行使請求の方法

（１）　本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を
記載してこれに記名捺印したうえ、（発行されている場合は）本新株予約権証券とともに、上記「新
株予約権の行使期間」欄記載の行使請求期間中に上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所
及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に提出しなければなりません。

（２）　本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書および（発行されてい
る場合は）本新株予約権証券を上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場
所」欄記載の行使請求受付場所に提出し、かつ、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金
銭の全額を現金にて同欄記載の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。

（３）　 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該

本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が前号に定める口座に入金された日に発
生します。

８.　株券の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における
振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。

９.　本新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しません。

１０．社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本新株予約権の行使により交付される株式の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める
株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。

（3）【新株予約権証券の引受け】

　　該当事項はありません。
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２【新規発行新株予約権証券（第2回新株予約権証券）】

　(1)【募集の条件】

発行数 500,000個（新株予約権１個につき１株）

発行価額の総額 350,000円

発行価格 新株予約権１個につき0.70円

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成26年11月28日（金）

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
株式会社クレスコ　財務経理部
東京都港区港南２丁目15番１号

払込期日 平成26年11月28日（金）

割当日 平成26年11月28日（金）

払込取扱場所 みずほ銀行　芝支店

　（注）１.　 第2回新株予約権証券（以下、「第2回新株予約権証券」又は文脈に応じて、個別に若しくは第１回

新株予約権証券及び第3回新株予約権証券と総称して、「本新株予約権」といいます。）の発行につ
いては、平成26年11月12日（水）開催の取締役会決議によるものであります。

２.　申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の買取
契約（以下、２新規発行新株予約権証券（第2回新株予約権証券）において、「本買取契約」といい
ます。）を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

３.　平成26年11月12日（水）開催の取締役会決議により、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日ま
でに本新株予約権の割当予定先との間で本買取契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は
行われないこととなります。

　　　　４.　本新株予約権の募集については、第三者割当の方法によります。

　　　　５.　振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

　（2）【新株予約権の内容等】
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当該行使価額修
正条項付新株予
約権付社債券等
の特質

１．本新株予約権の目的となる株式の総数は500,000株、割当株式数（別記「新株
予約権の目的となる株式の数」欄に定義する。）は１株で確定しており、株
価の上昇又は下落により行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金額」
欄第2項に定義する。）が修正されても変化しない（但し、別記「新株予約権
の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。）。な
お、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権に
よる資金調達の額は増加又は減少する。

２．行使価額の修正基準
当社は平成27年5月28日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役
会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額
の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知（以下
「行使価額修正通知」という。）するものとし、当該通知が行われた日（以
下「通知日」という。）の翌営業日に、行使価額は、通知日（通知日が取引
日（株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）において売買立会
が行われる日をいう。以下同じ。）でない場合には直前の取引日）の取引所
における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90％に相当す
る金額の1円未満の端数を切下げた額に修正される。ただし、かかる修正後の
行使価額が下限行使価額(本欄第4項に定める価額をいう。)を下回ることとな
る場合には、行使価額は下限行使価額とする。なお、以下に該当する場合に
は当社はかかる取締役会決議及び通知を行うことができない。

① 金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実

であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
② 前回の行使価額修正通知を行ってから６ヶ月が経過していない場合

③ 本欄外注記第3項に記載の行使許可期間が経過していない場合

３．行使価額の修正頻度
行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度（最大で６ヶ月に１回未満）
修正される。

４．行使価額の下限
当初1,473円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項
の規定を準用して調整される。

５．割当株式数の上限
500,000株（発行済株式総数に対する割合は4.8%）

６．本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限
736,500,000円（本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て
行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可
能性がある。）

７．本新株予約権には、割当日以降、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会
が決議した場合に、当社取締役会で定める取得日の１ヶ月前に通知をしたうえ
で、当該取得日に当社が本新株予約権の全部又は一部を取得することができる
条項が設けられている（詳細は別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の
条件」欄を参照）。

新株予約権の目
的となる株式の
種類

当社普通株式（完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社におけ
る標準となる株式である。なお、当社は１単元を100株とする単元株式制度を採用
している。）

新株予約権の目
的となる株式の
数

本新株予約権の目的である株式の総数は500,000株（本新株予約権１個当たりの目
的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は１株）とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式
の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時
点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の
結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締
役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
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新株予約権の行
使時の払込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価
額（以下に定義する。）に割当株式数を乗じた額とする。ただし、これによ
り1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。

２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式
１株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、
1,800円とする（以下「当初行使価額」という。）。

３．行使価額の修正
当社は平成27年5月28日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役
会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額
の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するも
のとし、通知日の翌営業日に、行使価額は、通知日（通知日が取引日でない
場合には直前の取引日）の取引所における当社普通株式の普通取引の終値
（気配表示を含む。）の90％に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額に
修正される。ただし、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義す
る。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限
行使価額」は当初、1,473円とする。下限行使価額は、第4項の規定を準用し
て調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる取締役会決議及
び通知を行うことができない。
 

① 金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実

であって同条第４項に従って公表されていないものが存在する場合
② 前回の行使価額修正通知を行ってから６ヶ月が経過していない場合

③ 本欄外注記第3項に記載の行使許可期間が経過していない場合

４．行使価額の調整
(1)　当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社

普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生
じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」とい
う｡）をもって行使価額を調整する。

 
   

 既発行普通株式数
＋　　　　　　　　　　　　

交付普通
株式数　　
×

１株当た
りの払込
金額

調整後
行使価
額

＝
調整前
行使価
額

×
時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

 
(2)　行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使
価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新た
に交付する場合（ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに
交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株
予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除
く。）、調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられて
いるときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、また、
募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②　株式分割または株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の
行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当に
ついて普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌
日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与え
るための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無
償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用す
る。

③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時
価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行す
る場合（無償割当の場合を含む）または本項第(4)号②に定める時価を下回る
価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権
付社債その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含
む）、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権もしく
は新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当初行使価額で請求また
は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用
して算出するものとし、払込期日（新株予約権または新株予約権付社債の場合
は割当日、無償割当の場合は効力発生日）の翌日以降これを適用する。ただ

EDINET提出書類

株式会社クレスコ(E04988)

有価証券届出書（組込方式）

13/34



株式数 ＝

（調整前行使価額 － 調整後行使価額）×
調整前行使価額によ
り当該期間内に交付
された株式数

調整後行使価額

し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適
用する。
上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が
取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または
権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価
の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約
権付社債その他の証券または権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求ま
たは行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準
用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用す
る。

④　本号①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定
され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会
その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①ないし③の定めにか
かわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用
する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本
新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株
式の交付数を決定するものとする。
 

この
場合
に１
株未
満の

端数を生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。
(3)　行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額と

の差額が１円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。
ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算
出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使
価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4) ①　行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日
（ただし、本項第(2)号④の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる
30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（当
日付けで終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算は、
円位未満小数第２ 位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

③　行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその
日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ
月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の
有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場
合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における
当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないも
のとする｡

(5)　本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場
合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分
割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要と
するとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由
の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基
づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事
由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)　本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額
を初めて適用する日がいずれかの修正日と一致する場合には、本項第(2)号
に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合も、下限
行使価額については、本項第(2)号に従った調整を行うものとする｡

(7)　本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらか
じめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価
額およびその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予
約権者に通知する。ただし、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その
他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日
以降すみやかにこれを行う。また、本項第(6)号の規定が適用される場合に
は、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ効力を有する｡
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新株予約権の行
使により株式を
発行する場合の
株式の発行価額
の総額

900,350,000円
（注）別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項又は第４項により、行使
価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の
権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却
した場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額
の総額は減少する可能性がある。

新株予約権の行
使により株式を
発行する場合の
株式の発行価格
及び資本組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請
求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求
に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目
的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した
額とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資
本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本
金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限
度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端
数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の
額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
 

新株予約権の行
使期間

平成26年11月28日（本新株予約権の払込完了以降。）から平成29年11月28日（当
日を含む。）までとする。但し、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の
条件」欄に従って当社が本新株予約権の全部または一部を取得する場合、当社が
取得する本新株予約権については、取得のための通知または公告がなされた日ま
でとする。

新株予約権の行
使請求の受付場
所、取次場所及
び払込取扱場所

1.  行使請求の受付場所

株式会社クレスコ　財務経理部
東京都港区港南二丁目15番１号

2.  行使請求の取次場所

該当事項はありません。
3.  行使請求の払込取扱場所

株式会社みずほ銀行　芝支店

新株予約権の行
使の条件

本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権
の取得の事由及
び取得の条件

当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日
(以下「取得日」という。)を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新
株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前までに行うこ
とにより、取得日の到来をもって、本新株予約権１個当たり0.70円の価額（対象
となる本新株予約権の個数を乗じて１円未満の端数を生じたときはこれを四捨五
入する。）で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部または一部を取得する
ことができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的
な方法により行うものとする。

新株予約権の譲
渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関
する事項

該当事項はありません。

組織再編成行為
に伴う新株予約
権の交付に関す
る事項

該当事項はありません。

（注）１．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由  

前記「１　新規発行新株予約権証券（第1回新株予約権証券）（2）新株予約権の内容等」に　

対する（注）1.を参照

２.　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に
規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当なし

３.　当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予
定先との間で締結する予定の取決めの内容
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当社は割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として、以下の内容を含
む本買取契約を締結いたします。割当予定先は、本買取契約に従って当社に対して本新株予約権の行使
に係る許可申請書（以下、本項において「行使許可申請書」といいます。）を提出し、これに対し当社
が書面（以下、本項において「行使許可書」といいます。）により本新株予約権の行使を許可した場合
に限り、行使許可書の受領日当日から20営業日の期間（以下、本項において「行使許可期間」といいま
す。）に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できます。

なお、一通の行使許可申請書に記載する行使可能新株予約権数は500,000個を超えることはできず、従
前の行使許可申請に基づく行使許可期間中に当該行使許可に係る本新株予約権の行使可能数が残存して
いる場合には、割当予定先は当該期間の満了又は当該行使許可にかかる本新株予約権の全部の行使を完
了することとなる行使請求書を当社に提出するまで新たな行使許可申請書を提出することができませ
ん。

なお、行使許可期間中は、本新株予約権の行使価額を修正することが制限され、また、本新株予約
権の買入消却を行うことが制限されます。

４.　当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当なし

５.　当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予
定の取決めの内容

該当なし
６.　その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当なし

７.　本新株予約権の行使請求の方法

（１）　本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を
記載してこれに記名捺印したうえ、（発行されている場合は）本新株予約権証券とともに、上記「新
株予約権の行使期間」欄記載の行使請求期間中に上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所
及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に提出しなければなりません。

（２）　本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書および（発行されてい
る場合は）本新株予約権証券を上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場
所」欄記載の行使請求受付場所に提出し、かつ、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金
銭の全額を現金にて同欄記載の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。

（３）　 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該

本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が前号に定める口座に入金された日に発
生します。

８.　株券の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替
口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。

 

９.　本新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しません。

１０．社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本新株予約権の行使により交付される株式の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式
等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。

（3）【新株予約権証券の引受け】

　　該当事項はありません。

３【新規発行新株予約権証券（第3回新株予約権証券）】
　(1)【募集の条件】

発行数 500,000個（新株予約権１個につき１株）

発行価額の総額 275,000円

発行価格 新株予約権１個につき0.55円

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個
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申込期間 平成26年11月28日（金）

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
株式会社クレスコ
東京都港区港南二丁目15番１号

払込期日 平成26年11月28日（金）

割当日 平成26年11月28日（金）

払込取扱場所 株式会社みずほ銀行　芝支店

　（注）１.　 第3回新株予約権証券（以下、「第3回新株予約権証券」又は文脈に応じて、個別に若しくは第1回

新株予約権証券及び第2回新株予約権証券と総称して、「本新株予約権」といいます。）の発行につ
いては、平成26年11月12日（水）開催の取締役会決議によるものであります。

２.　申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の買取
契約（以下、３新規発行新株予約権証券（第3回新株予約権証券）において、「本買取契約」といい
ます。）を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

３.　平成26年11月12日（水）開催の取締役会決議により、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日ま
でに本新株予約権の割当予定先との間で本買取契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は
行われないこととなります。

　　　　４.　本新株予約権の募集については、第三者割当の方法によります。

　　　　５.　振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

　（2）【新株予約権の内容等】
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当該行使価額修
正条項付新株予
約権付社債券等
の特質

１．本新株予約権の目的となる株式の総数は500,000株、割当株式数（別記「新株
予約権の目的となる株式の数」欄に定義する。）は1株で確定しており、株価
の上昇又は下落により行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄
第2項に定義する。）が修正されても変化しない（但し、別記「新株予約権の
目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。）。な
お、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権に
よる資金調達の額は増加又は減少する。

２．行使価額の修正基準
当社は平成27年5月28日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役
会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額
の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知（以下
「行使価額修正通知」という。）するものとし、当該通知が行われた日（以
下「通知日」という。）の翌営業日に、行使価額は、通知日（通知日が取引
日（株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）において売買立会
が行われる日をいう。以下同じ。）でない場合には直前の取引日）の取引所
における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90％に相当す
る金額の１円未満の端数を切下げた額に修正される。ただし、かかる修正後
の行使価額が下限行使価額(本欄第4項に定める価額をいう。)を下回ることと
なる場合には、行使価額は下限行使価額とする。なお、以下に該当する場合
には当社はかかる取締役会決議及び通知を行うことができない。
① 金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実で

あって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
② 前回の行使価額修正通知を行ってから６ヶ月が経過していない場合

③ 本欄外注記第3項に記載の行使許可期間が経過していない場合

３．行使価額の修正頻度
行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度（最大で６ヶ月に１回未満）
修正される。

４．行使価額の下限
当初1,473円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項
の規定を準用して調整される。

５．割当株式数の上限
500,000株（発行済株式総数に対する割合は4.8%）

６．本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限
736,500,000円（本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て
行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可
能性がある。）

７．本新株予約権には、割当日以降、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会
が決議した場合に、当社取締役会で定める取得日の１ヶ月前に通知をしたうえ
で、当該取得日に当社が本新株予約権の全部又は一部を取得することができる
条項が設けられている（詳細は別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の
条件」欄を参照）。

新株予約権の目
的となる株式の
種類

当社普通株式（完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社におけ
る標準となる株式である。なお、当社は１単元を100株とする単元株式制度を採用
している。）

新株予約権の目
的となる株式の
数

本新株予約権の目的である株式の総数は500,000株（本新株予約権１個当たりの目
的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は１株）とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式
の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時
点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の
結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締
役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
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新株予約権の行
使時の払込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価
額（以下に定義する。）に割当株式数を乗じた額とする。ただし、これによ
り1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。

２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式
１株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、
2,000円とする（以下「当初行使価額」という。）。

３．行使価額の修正
当社は平成27年5月28日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役
会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額
の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するも
のとし、通知日の翌営業日に、行使価額は、通知日（通知日が取引日でない
場合には直前の取引日）の取引所における当社普通株式の普通取引の終値
（気配表示を含む。）の90％に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額に
修正される。ただし、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義す
る。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限
行使価額」は当初、1,473円とする。下限行使価額は、第4項の規定を準用し
て調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる取締役会決議及
び通知を行うことができない。
① 　金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実で

あって同条第４項に従って公表されていないものが存在する場合
② 　前回の行使価額修正通知を行ってから６ヶ月が経過していない場合

③ 本欄外注記第3項に記載の行使許可期間が経過していない場合

４．行使価額の調整
(1)　当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社

普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生
じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」とい
う｡）をもって行使価額を調整する。

   

 
既発行普通株式数
＋　　　　　　　　　　　　

交付普通
株式数　　
×

１株当た
りの払込
金額

調整後
行使価
額

＝
調整前
行使価
額

×
時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

 
(2)　行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使
価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新た
に交付する場合（ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに
交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株
予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除
く。）、調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられて
いるときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、また、
募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②　株式分割または株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の
行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当に
ついて普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌
日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与え
るための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無
償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用す
る。

③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時
価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行す
る場合（無償割当の場合を含む）または本項第(4)号②に定める時価を下回る
価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権
付社債その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含
む）、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権もしく
は新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当初行使価額で請求また
は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用
して算出するものとし、払込期日（新株予約権または新株予約権付社債の場合
は割当日、無償割当の場合は効力発生日）の翌日以降これを適用する。ただ
し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適
用する。
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株式数 ＝

（調整前行使価額 － 調整後行使価額）×
調整前行使価額によ
り当該期間内に交付
された株式数

調整後行使価額

上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が
取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または
権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価
の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約
権付社債その他の証券または権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求ま
たは行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準
用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用す
る。

④　本号①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定
され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会
その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①ないし③の定めにか
かわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用
する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本
新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株
式の交付数を決定するものとする。
 

この
場合
に１
株未
満の

端数を生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。
(3)　行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額と

の差額が１円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。
ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算
出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使
価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4) ①　行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日
（ただし、本項第(2)号④の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる
30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（当
日付けで終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算は、
円位未満小数第２ 位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

③　行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその
日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ
月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の
有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場
合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における
当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないも
のとする｡

(5)　本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場
合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分
割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要と
するとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由
の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基
づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事
由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)　本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額
を初めて適用する日がいずれかの修正日と一致する場合には、本項第(2)号
に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合も、下限
行使価額については、本項第(2)号に従った調整を行うものとする｡

(7)　本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらか
じめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価
額およびその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予
約権者に通知する。ただし、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その
他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日
以降すみやかにこれを行う。また、本項第(6)号の規定が適用される場合に
は、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ効力を有する｡
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新株予約権の行
使により株式を
発行する場合の
株式の発行価額
の総額

1,000,275,000円
（注）別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項又は第４項により、行使
価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の
権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却
した場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額
の総額は減少する可能性がある。

新株予約権の行
使により株式を
発行する場合の
株式の発行価格
及び資本組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請
求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求
に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目
的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した
額とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資
本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本
金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限
度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端
数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の
額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行
使期間

平成26年11月28日（本新株予約権の払込完了以降。）から平成29年11月28日（当
日を含む。）までとする。但し、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の
条件」欄に従って当社が本新株予約権の全部または一部を取得する場合、当社が
取得する本新株予約権については、取得のための通知または公告がなされた日ま
でとする。

新株予約権の行
使請求の受付場
所、取次場所及
び払込取扱場所

１．     行使請求の受付場所

株式会社クレスコ　財務経理部東京都港区港南二丁目15番１号
２．     行使請求の取次場所

該当事項はありません。
３．     行使請求の払込取扱場所

みずほ銀行　芝支店

新株予約権の行
使の条件

本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権
の取得の事由及
び取得の条件

当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日
(以下「取得日」という。)を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新
株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前までに行うこ
とにより、取得日の到来をもって、本新株予約権１個当たり0.55円の価額（対象
となる本新株予約権の個数を乗じて１円未満の端数を生じたときはこれを四捨五
入する。）で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部または一部を取得する
ことができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的
な方法により行うものとする。

新株予約権の譲
渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関
する事項

該当事項はありません。

組織再編成行為
に伴う新株予約
権の交付に関す
る事項

該当事項はありません。

（注）１．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
 前記「１　新規発行新株予約権証券（第1回新株予約権証券）（2）新株予約権の内容等」に　
対する（注）1.を参照

２.　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規
定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当なし

３.　当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予
定先との間で締結する予定の取決めの内容
当社は割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として、以下の内容を含

む本買取契約を締結いたします。割当予定先は、本買取契約に従って当社に対して本新株予約権の行使
に係る許可申請書（以下、本項において「行使許可申請書」といいます。）を提出し、これに対し当社
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が書面（以下、本項において「行使許可書」といいます。）により本新株予約権の行使を許可した場合
に限り、行使許可書の受領日当日から20営業日の期間（以下、本項において「行使許可期間」といいま
す。）に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できます。

なお、一通の行使許可申請書に記載する行使可能新株予約権数は500,000個を超えることはできず、従
前の行使許可申請に基づく行使許可期間中に当該行使許可に係る本新株予約権の行使可能数が残存して
いる場合には、割当予定先は当該期間の満了又は当該行使許可にかかる本新株予約権の全部の行使を完
了することとなる行使請求書を当社に提出するまで新たな行使許可申請書を提出することができませ
ん。

なお、行使許可期間中は、本新株予約権の行使価額を修正することが制限され、また、本新株予約
権の買入消却を行うことが制限されます。

４.　当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当なし

５.　当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予
定の取決めの内容

該当なし

６.　その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当なし

７.　本新株予約権の行使請求の方法
（１）　本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を

記載してこれに記名捺印したうえ、（発行されている場合は）本新株予約権証券とともに、上記「新
株予約権の行使期間」欄記載の行使請求期間中に上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所
及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に提出しなければなりません。

（２）　本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書および（発行されてい
る場合は）本新株予約権証券を上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場
所」欄記載の行使請求受付場所に提出し、かつ、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金
銭の全額を現金にて同欄記載の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。

（３）　 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該

本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が前号に定める口座に入金された日に発
生します。

 

８.　株券の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替
口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。

９.　本新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しません。

１０．社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本新株予約権の行使により交付される株式の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式
等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。

 

（3）【新株予約権証券の引受け】

　　該当事項はありません。

４【新規発行による手取金の使途】

（1）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

2,701,200,000 8,000,000 2,693,200,000

（注）１．払込金額の総額は、本新株予約権の発行に際して払込まれる金額の総額（第1回新株予約権、第2回新株
予約権、及び第3回新株予約権の合計3,000,000円）に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額（本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合において、本新株予約権の行使に際して出資さ
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れる財産の価額の合計額、第1回新株予約権、第2回新株予約権、及び第3回新株予約権の合計
2,700,000,000円）を合算した金額であります。

 

 発行に際して払込まれる

金額の総額（円）

行使に際して出資される財産の

価額の合計額（円）

第１回新株予約権 575,000 800,000,000

第２回新株予約権 350,000 900,000,000

第３回新株予約権 275,000 1,000,000,000

合計 1,200,000 2,700,000,000
 
２．行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少する可能

性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予
約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。

 
３．発行諸費用の概算額は、弁護士費用、価額算定費用等の合計額であります。

（2）【手取金の使途】
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を含めた差引手取概算額は、上記（１）に

記載のとおり2,693,200,000円となる予定です。

但し、本新株予約権の行使による払込みの有無と権利行使の時期は新株予約権者の判断に依存し、また
本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があるため、現時点において調達できる資金の額及
び時期は確定したものではありません。

 

 具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期

①   Ｍ＆Ａおよび資本・業務提携に関わる費用 2,000

平成26年12月

～平成29年11月

②     研究開発費および知的財産権の取得に関わる費
用

300

③     人員および体制強化・人材育成に関わる費用 250

④     その他、環境整備およびＰＲ活動に関わる費用 143

注１．上記手取概算額は、本新株予約権が全て行使された場合の見込額であります。
注２．調達資金につきましては支出時期までの間、銀行預金やリスクの低い安定的な金融資産で運用を行う予

定です。
注３．①～④は、優先順位を示しております。

①    当社グループの事業拡大、競争力の強化、ならびに新規事業の立ち上げ等に関わるＭ＆Ａおよび資本・業務提

携に係る費用、またはＭ＆Ａおよび資本・業務提携後に必要なシステム開発に関わる費用。

Ｍ＆Ａおよび資本・業務提携先と協業し、事業展開を図っていくことは、受注体制の強化、新技術の取
込み、販売先の拡大など、グループ全体の企業価値の向上に資するものと考えております。

（ア）から（オ）については、いずれか又は複数、あるいはすべてに係るＭ＆Ａおよび資本・業務提携
に充当するケースが考えられますが、優先順位を含め、現時点で具体的な案件はございません。当社
は、これまでのＭ＆Ａおよび資本・業務提携先の探索、検討の過程の中で、実際に交渉が開始されてか
ら資金調達を検討した場合、貴重な資本提携先を喪失し、また、資金調達の可否が不透明な状況で交渉
することは条件面での譲歩が必要となる可能性があると認識しております。それゆえ、現時点で資金調
達すべきと判断いたしました。

(ア) ビジネス系および組込み型ソフトウェア開発

(イ) クラウドおよびモバイル関連サービス

(ウ) 近距離無線通信関連ソリューション

(エ) ニアショアおよびオフショア開発

(オ) その他、新事業分野

Ｍ＆Ａおよび資本・業務提携につきましては、事業領域の拡大や新規取引先の獲得など当社企業グルー
プの持続的な発展において重要な施策と考えており、Ｍ＆Ａおよび資本・業務提携を通じて、平成27年3
月期から平成30年3月期の3年間で、売上高310億円、営業利益25億円、経常利益28億円、配当性向36％
を目指しております。現在、経営方針に則った案件の検討を継続しておりますが、案件の交渉や進捗に
より変動いたしますので上記支出予定時期については当面の見込みを記載しております。
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上記支出予定時期までに当社が満足する条件の案件が現れない場合には、一部を②～④に充当すること
もありますが、原則、引き続き新たな案件の探索、検討を行い、上記支出予定時期以降においても、
Ｍ＆Ａおよび資本・業務提携に関わる費用として使用する考えでおります。その場合には、適時適切に
開示いたします。

本新株予約権の発行後の市場動向によっては、本新株予約権の行使が進まず、上記の時期および金額で
の資金調達ができない可能性もありますが、この場合には、自己資金の他、銀行借入等の資金調達手段
を利用いたしますので、事業計画の遂行には支障がない、と判断しております。また、本新株予約権の
行使が行われない場合、調達資金が減少いたしますが、仮に調達する資金が減少した場合、または権利
行使期間に新株予約権が全く行使されない場合においても、直ちに当社の財務基盤に影響を与えるもの
ではありません。

②  クラウド、モバイル、ソーシャル、ビッグデータに代表される第3のプラットフォームおよび生活支援型ロボッ

トやBluetooth、Beacon等の近距離無線通信に関連する先端技術の研究および新事業・新ソリューション開発
に関わる費用。

③  従業員の採用や協力会社の確保等、人員および体制強化に係る費用の他、技術研修やマネジメント教育、資格

取得促進等、人材育成に係る費用。

④  オフィス環境・開発環境の整備、業務運営の機動性向上、製品サービス等のプロモーションに関連する費用。

 

資金用途の具体的な内容については、以上のとおり予定しております。
なお、新株予約権の行使状況により、支出の予定時期や内容の見直しを図ってまいります。
また、資金使途およびその内訳に変更が生じた場合には、適時適切に開示いたします。　　

第２【売出要項】

該当事項はありません。
 

第３【第三者割当の場合の特記事項】

１【割当予定先の状況】

a.割当予定先
の概要

名称 ドイツ銀行(Deutsche Bank

Aktiengesellschaft)

本店の所在地 ドイツ連邦共和国 60325 フランクフルト・ア

ム・マイン タウヌスアンラーゲ 12

(Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main,

Federal Republic of Germany)

直近の有価証券報告書等の提出日 有価証券報告書
平成26年6月27日
（2013年度（自　平成25年１月１日　至　平成
25年12月31日））
有価証券報告書（2013年度）の訂正報告書
平成26年6月27日
半期報告書
平成26年9月29日
（2014年度中（自　平成26年１月１日　至　平
成26年6月30日））

b.提出者と割
当予定先との
間の関係

出資関係 当社の普通株式3,656株（平成26年9月30日現
在。総議決権数の0.03%）を保有しております。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 該当事項はありません。

 
     c.割当予定先の選定理由

当社は平成24年10月に、ドイツ銀行グループの日本法人であるドイツ証券株式会社から今回の資金調達
方法について最初の提案を受けました。資金調達については、他社からも同様の提案を受けており検討
しておりましたが、当社の業況および株価の状況を鑑み、具体的な検討を見合わせておりました。しか
しながら平成26年3月以降、当社企業グループの持続的発展のための当該スキームによる資金調達方法が
当社ファイナンスニーズに最も合致しているとの判断に至り、当社内において正式な協議・検討を行っ
た結果、以下に述べるとおり、割当先としてドイツ銀行グループを選定するのが最善であり、かつ本新
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株予約権の発行が有効な調達手段であるとの結論となり、本日、平成26年11月12日の取締役会において
本件実施を決議致しました。

当社は今回の資金調達では、既存事業の拡大による業績向上や、更なる外部環境の進展によって企業価
値が上昇する場面を着実に捉えて、資金を調達できる方法を選択したいと考えていたため、ドイツ銀行
グループより提案を受けた本スキームは、当社の事業および事業環境の進展による当社株価の上昇に伴
い資金調達ができる点において当社の資金ニーズに合致していること、また、当該手法は、ドイツ銀行
グループが独自に開発した手法であり、ドイツ銀行グループは平成19年2月から現在までに、当該手法を
用いた資金調達で15件の実績を有していることから、当該手法を用いた資金調達を行うには、割当予定
先としてドイツ銀行グループを選定するのが最善であると判断致しました。

（注）本割当は、日本証券業協会会員であるドイツ証券株式会社のあっせんを受けて行われたものであ
り、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われ
るものです。

 
　　 d.割り当てようとする株式の数

ドイツ銀行ロンドン支店：新株予約権の目的である株式の総数1,500,000株（第1回新株予約権500,000株、
第2回新株予約権500,000株、第3回新株予約権500,000株）

 
    e.株券等の保有方針

割当予定先は、投資銀行業務に基づく投資有価証券として本新株予約権および本新株予約権の行使によ
り得た株式を保有する予定です。

　　　
    f.払込みに要する資金等の状況

割当予定先からは、本新株予約権の払込金額（発行価額）の総額の払込みに要する資金は確保されている
旨の報告を受けており、割当予定先の直近の財務諸表等から純資産額は70,106百万ユーロ（約99,992億
円、換算レート 1ユーロ142.63円(平成26年11月11日の仲値)）（連結、平成26年9月30日現在、未監
査）と確認しているほか、当該資金の払込みについては本買取契約においてドイツ銀行ロンドン支店の義務
として確約されることから、当社としてかかる払込みに支障はないと判断しております。

    

g.割当予定先の実態
割当予定先であるドイツ銀行は、その株式をドイツ連邦共和国内の各証券取引所および米国ニューヨーク

証券取引所に上場しており、ドイツ連邦共和国の行政機関であるドイツ連邦金融監督庁（Bundesanstalt

fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)）の監督および規制を受けております。また、ドイツ銀行ロ

ンドン支店は、イングランド銀行（Bank of England）（プルーデンス規制機構（Prudential Regulation

Authority））および英国金融行為監督機構（Financial Conduct Authority）の監督および規制を受けてお

ります。

当社は、ドイツ連邦金融監督庁ホームページ、英国金融行為監督機構ホームページ、ドイツ銀行のアニュ
アルレポート等でドイツ銀行の属するグループが諸外国の監督および規制の下にある事実について確認して
おり、また本件の斡旋を行うドイツ証券株式会社の担当者との面談によるヒアリング内容をも踏まえ、割当
予定先並びに割当予定先の役員及び主要株主（主な出資者）が暴力若しくは威力を用い又は詐欺その他
の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体（以下「反社会的勢
力」いいます。）ではなく、かつ、反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。

なお、当社とドイツ銀行ロンドン支店とのあっせんを行うドイツ証券株式会社は第一種金融商品取引業
者、東京証券取引所の総合取引参加者である等により、同社並びにその役員及び主要株主（主な出資者）
が反社会的勢力ではなく、かつ、反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。

２【株券等の譲渡制限】
　 　本新株予約権の譲渡の際には当社取締役会の承認が必要であります。

３【発行条件に関する事項】
（1）発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

当社は、本新株予約権の発行要項およびドイツ銀行ロンドン支店との間で締結する予定の本買取契約に定め
られた諸条件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関（株式会社赤坂国際会計）に依頼しました。

当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定に当たって、ブラック・ショールズ・モデル
や二項モデルといった他の価格算定モデルとの比較および検討を実施したうえで、一定株数および一定期間の
制約の中で段階的な権利行使がなされること、行使期間中に行使価額の修正がなされる可能性があること、な
らびに本新株予約権の発行要項および割当先との間で締結する予定の本買取契約に定められたその他の諸条件
を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカル
ロ・シミュレーションを用いて本新株予約権の評価を実施しています。
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また、当該算定機関は、当社の株価、当社株式の流動性等について一定の前提を置いた上で、本スキームに
おける当社の行使許可行動について、行使許可条項並びに行使価額修正選択権に関して当社が資金調達の必要
性を優先しつつより高い行使価額水準での権利行使が促進されるような行動をとり、当社による買入消却条項
に基づく本新株予約権の取得はなされないことを仮定するとともに、割当先の権利行使行動について、当社か
らの行使許可が得られた場合には出来高の一定割合（12.5%）の株数の範囲内で速やかに権利行使が行われる
ことを仮定しており、割当先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発
行コストや本新株予約権を行使して得た株式の処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例
に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評価を実施しています。

当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額レンジを参考に、当該評価額レンジの下限を下
回らない範囲内で、ドイツ銀行ロンドン支店との間での協議を経て、本新株予約権の１個の払込金額を、第1
回は1.15円、第2回は0.70円、第3回は0.55円とし、本新株予約権の行使価額は当初、平成26年11月11日の東京
証券取引所一部市場における当社普通株式の普通取引の終値を、第1回は8.6%、第2回は22.2%、第3回は35.8%
上回る額としました。

本新株予約権の発行価額および行使価額の決定に当たっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす
可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテ
カルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公
正価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額レンジを参考に、当該評価額レンジの下
限を下回らない範囲内で、ドイツ銀行ロンドン支店との間での協議を経て決定されているため、本新株予約権
の発行価額は、いずれも有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。

なお、本新株予約権の発行については、平成26年11月12日開催の取締役会において、監査役4名全員
（うち社外監査役3名）から、①上記算定根拠に照らした結果、払込金額が割当予定先に特に有利でない
ことに関わる適法性は確保されている旨、並びに②当社取締役会が行使価額の修正を決議しない限り）固定
行使価額（資金調達目標株価）によるターゲット・イシューであるため、仮に将来において株価が急落した場
合でも当初の予測を超えて希薄化が促進されることはないこと、(ii)原則として当社の行使許可をもってター
ゲット価格で行使されるため急速な希薄化には一定の歯止めがかかること、及び(iii)株価動向に関わらず最
大交付株式数が限定されていることから、少数株主に対して一定の配慮がなされている資本調達手段である旨
の意見表明を得ております。

（2）発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

　本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数の合計は1,500,000株（議決権15,000個）であり、
平成26年9月30日現在の当社発行済株式総数12,000,000株から自己株式数1,508,668株を控除した10,491,332株
および議決権個数104,405個を分母とする希薄化率は14.3％（議決権14.4％）に相当します。また①割当予定
先が本新株予約権を全て行使した上で取得する当社株式を全て保有し、かつ②本件の他に新株式発行・自己株
式処分・自己株式取得を行わないと仮定した場合、割当予定先に係る割当後の所有株式数は平成26年9月30日
現在で保有している3,656株と合わせて1,503,656株、割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は
12.6%となる見込みです。

しかしながら、①本新株予約権は原則として当社の行使許可をもってターゲット価格で行使されるため急速
な希薄化には一定の歯止めを掛けることが可能であり、②本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予
約権の行使による資金調達により、前述の通りにＭ＆Ａおよび資本・業務提携や研究開発、人材の確保、開発
環境整備を実現することは当社グループの事業基盤の拡大及び財務基盤の安定につながるものと考えておりま
す。

上記内容により当社グループの企業価値が向上することは、既存の株主の皆様の利益向上に資するものと考
えており、当社としては、本第三者割当により一時的な株式の希薄化は生じるものの、中長期的な観点からは
株主の皆様の利益の向上につながるため、希薄化の規模は合理的であると判断しました。

なお、将来何らかの事由により資金調達の必要性が薄れた場合、又は本スキームより有利な資金調達手段が
利用可能となった場合には、当社の判断により、残存する本新株予約権を買入取得できる条項を付すること
で、必要以上の希薄化が進行しないように配慮しております。　

また、国内のＩＴ投資需要は、クラウドやモバイル端末を活用したシステムへの移行、ＩＴシステム基盤の
統合・再構築、ビジネスプロセスの可視化・最適化、ビッグデータの分析と活用、仮想化技術の導入、ソー
シャル・テクノロジーのビジネス活用などを背景として高水準に推移すると予想されており、当社事業領域へ
の市場の期待は高まっております。このような経営環境および当社株式の直近の出来高および売買代金の
状況から現在の流動性を考慮した場合、上記発行数量は、市場で十分に消化可能であると考えておりま
す。
 

４【大規模な第三者割当に関する事項】

　　該当事項はありません。
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５【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数
（百株）

総議決権数
に対する所
有議決権数
の 割 合
（％）

 

割当後の
所有株式
数
（百株）

割当後の
総議決権
数に対す
る所有議
決権数の
割 合
（％）

有限会社イワサキコーポ
レーション

神奈川県横浜市中区山
手町25-３

34,396 32.94 34,396 28.80

浦崎雅博 神奈川県横浜市港南区 11,818 11.31 11,818 9.89

佐藤和弘 神奈川県横浜市港南区 5,696 5.45 5,696 4.77

クレスコ従業員持株会
東京都港区港南２丁目
15－１

5,470 5.23 5,470 4.58

田島裕之 埼玉県東松山市 4,448 4.26 4,448 3.72

日本トラスティ・サービ
ス信託銀行株式会社信託
口

東京都中央区晴海１丁
目８－11

3,826 3.66 3,826 3.20

岩﨑俊雄 神奈川県横浜市中区 3,008 2.88 3,008 2.51

日本マスタートラスト信
託銀行株式会社リテール
信託口

東京都港区浜松町２丁
目11番３号

1,352 1.29 1,352 1.13

波多腰茂 神奈川県横須賀市 1,258 1.20 1,258 1.05

ゴールドマン・サック
ス・アンド・カンパニー
レギュラーアカウント
（常任代理人　ゴールド
マン・サックス証券株式
会社）

東京都港区六本木６丁
目10番１号

772 0.73 772 0.64

　計 ― 72,046 69.00 72,046 60.33

（注）１．平成26年9月30日現在の株主名簿を基に、平成26年10月31日までに大量所有報告書等により異動が確認
できるものにより作成しております。

２．割当予定先であるドイツ銀行ロンドン支店は、本新株予約権行使後の当社株式の保有方針として、短
期保有とする意思を表明しておりますので「第三者割当後の大株主の状況」に記載しておりません。
なお、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）第11条は、銀行業を営む会社
は、原則ほかの事業会社（保険会社を除きます。）の発行済株式数の5％を超えて保有することはでき
ない旨定めておりますので、割当予定先は、原則として当社発行済株式数の5％を超えて保有すること
はできません。

３．「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成26年9月30
日現在の所有株式数を基に、平成26年10月31日までの大量保有報告書等により異動が確認できるもの
に基づき、本件の他に新株式発行・自己株式処分・自己株式取得を行わないと仮定した場合の数値と
なります。

４．「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割
合」は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

５．割当予定先は、平成26年9月30日現在で3,656株を保有しておりますので、平成26年9月30日現在の総議
決権数に基づき、(1)割当予定先が本新株予約権を全て行使した上で取得する当社株式を全て保有し、
且つ(2)本件の他に新株式発行・自己株式処分・自己株式取得を行わないと仮定した場合、割当予定先
に係る割当後の所有株式数は1,503,656株となり、割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は
12.6%となる見込みです。

６【大規模な第三者割当の必要性】

　該当事項はありません。
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７【株式併合等の予定の有無及び内容】

　該当事項はありません。
 
８【その他参考になる事項】

　該当事項はありません。
 
第４【その他の記載事項】
　該当事項はありません。

第二部【公開買付けに関する情報】
 
第１【公開買付けの概要】

該当事項はありません。

第２【統合財務情報】

該当事項はありません。

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】

該当事項はありません。

第三部【追完情報】
１　事業等のリスクについて
後記「第四部組込情報」に記載の第26期有価証券報告書及び第27期第2四半期報告書（以下、「有価証券報告書

等」といいます。） の提出日以後、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、本有価証

券届出書提出日(平成26年11月12日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日

(平成26年11月12日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

 
２　臨時報告書の提出
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第26期事業年度)の提出日(平成26年６月23日)以降、本有価

証券届出書提出日(平成26年11月12日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
（平成26年6月23日提出の臨時報告書）

１　提出理由
当社は、平成26年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
 
２　報告内容
(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金17円 総額180,954,732 円

ロ 効力発生日

平成26年6月23日

第２号議案 取締役３名選任の件

岩﨑俊雄、根元浩幸、谷口義恵を取締役に選任するものであります。
 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件並びに当該決議の結果

決議事項
賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)
可決要件

決議の結果及び

賛成(反対)割合

　　　　(％)

第１号議案

剰余金処分の件
88,255 37 0 (注)１ 可決 99.94
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第2号議案

取締役３名選任の件
   

(注)2

 

岩 﨑 俊 雄 86,274 2,038 0 可決 97.69

根 元 浩 幸 86,287 2,025 0 可決 97.71

谷 口 義 恵 88,283 29 0 可決 99.97

(注)１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。
 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認
ができていない議決権数は加算しておりません。

 

第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

１【有価証券報告書】
　　事業年度　第26期（自平成25年４月１日　至平成26年３月31日）
　　平成26年6月23日　関東財務局長に提出
 
２【四半期報告書】
　　事業年度　第27期第２四半期（自平成26年7月１日　至平成26年9月30日）
　　平成26年11月10日　関東財務局長に提出
 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提
出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイド
ライン)Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

第五部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

第六部【特別情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成26年６月23日

株式会社クレスコ

取締役会　御中

 

東陽監査法人

 

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　田　　久　　保　　謙　　㊞

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　菊　　地　　康　　夫　　㊞
 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社クレスコの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社クレスコ及び連結子会社の平成26年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社クレスコの平成26年

３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、株式会社クレスコが平成26年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上
　

 

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成26年６月23日

株式会社クレスコ

取締役会　御中

 

東陽監査法人

 

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　田　　久　　保　　謙　　㊞

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　菊　　地　　康　　夫　　㊞
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社クレスコの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社クレスコの平成26年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上
　

 

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

　

平成26年11月７日

株式会社クレスコ

取締役会  御中

 

東陽監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   田   久   保   謙   印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   菊   地   康   夫   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社クレス

コの平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平

成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社クレスコ及び連結子会社の平成26年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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